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７．水 象（河川） 

7.1 調 査 

（1）地形及び地質の状況 

① 調査方法 

地形の傾斜、斜面形状、集水域等の状況及び雨水等の流出に影響を及ぼす軟弱地盤等の

分布、表層地質及び地表の被覆の状況並びに透水係数、流出係数等の雨水の流出及び浸透

に係る定数等について、「地形分類図 藤沢・平塚」（昭和 63 年 3 月、神奈川県）等の既存

資料調査及び現地踏査により調査した。 

 

② 調査結果 

実施区域及びその周辺地域の地形の状況は「別添５－２ １．大気汚染」に、地象の状

況は「別添３－２ 2.3 地象」に示すとおりである。 

実施区域は、相模川河口から約７～８km 遡った河川沿いにあり、実施区域周辺地域の

東側には、相模川沿いに大規模な自然堤防が発達している。実施区域の多くは相模川によ

り形成された氾濫平野に位置している。実施区域の地質は、未固結堆積物である泥が堆積

し、実施区域周辺地域の東側の相模川流域は、河川の堆積作用により礫が堆積している。 

 

（2）降水量の状況 

① 調査方法 

最寄りの降水量観測地点である平塚市神田小学校の降水量の状況について、最新の「大

気汚染常時監視測定結果」（平塚市環境部環境保全課）により調査した。 

 

② 調査結果 

「別添５－２ ２．水質汚濁」に示すとおりであり、平塚市神田小学校の平成 24 年度に

おける年間降水量は、1,700mm であり、最高値は９月の 312.5mm、最低値は８月の 40.5mm

であった。 

 

（3）河川及び水路の状況 

① 調査事項 

流量等が大きく変化すると想定される河川、都市下水路及び水路の位置、規模、流量、

流域、断面構造、勾配、伏流水、現況流下能力、河川計画等とした。 

 

② 調査方法 

既存資料により調査し、流量については現地調査により調査した。 

現地調査の調査期間・頻度及び調査方法は、表 5.2.7.1 に示すとおりであり、通常時（渇

水期１回、豊水期１回）、降雨時１回とし、調査地点は実施区域及びその周辺地域の水路

の合計 10 地点とした（調査地点は図 5.2.7.1 参照）。 

 

表 5.2.7.1 現地調査期間・頻度及び調査方法 

項 目 現地調査期間・頻度 調査方法 

流 量 
渇水期：平成 20 年２月 22 日 
豊水期：平成 20 年７月 29 日 
降雨時：平成 20 年８月 25 日 

「水質調査方法」（昭和 46 年 環
水官第 30 号）に定める測定方法 
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③ 調査結果 

ア．現地調査（流量） 

通常時及び降雨時の流量の調査結果は、表 5.2.7.2 に示すとおりである。 

（ｱ）通常時 

渇水期の流量は、№１～５、８～10（農業用水路）においては 0.189～3.29L/s であり、

№６（渋田川）、№７（笠張川）においては 297 L/s、128 L/s であった。 

また、豊水期の流量は、№１～５、８～10（農業用水路）においては 12.2～473L/s で

あり、№６（渋田川）、№７（笠張川）においては 1,150 L/s、169 L/s であった。渇水期

に比べて農業用水路の流量が増加していた。また、笠張川（№７）では渇水期に比べて増

加量は大きくはないが、渋田川（№６）では、大きく増加していた。 

（ｲ）降雨時 

降雨時の流量は、№１～５、８～10（農業用水路）においては 11.0～593L/s であり、

№６（渋田川）、№７（笠張川）においては 6,300 L/s、1,640 L/s であった。 

豊水期のデータと比べて農業用水路の№１、№３、№４、№８では流量は増加していた

が、№２、№５では増加は少なく、№９、№10 では、豊水期に比べて流量は減少してい

た。 

 

表 5.2.7.2 流量調査結果 

単位：Ｌ/s 

地点 
通常時 

降雨時 
渇水期 豊水期 

№ 1 1.14 20.2 75.6 

№ 2 0.697 473 478 

№ 3 2.38 12.2 31.7 

№ 4 0.189 77.5 211 

№ 5 2.68 85.5 93.0 

№ 6 297 1,150 6,300 

№ 7 128 169 1,640 

№ 8 2.22 91.2 593 

№ 9 ※ 158 11.0 

№10 3.29 267 245 

注）1.※水が無く、測定不能であった。 

2.表示は有効数字 3 桁 
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イ．水路の構造等 

現況の流域は、図 5.2.7.2 に示すとおりであり、実施区域の雨水計画区域は、国道 129

号東側は１級河川相模川流域、西側は２級河川金目川流域となっている。 

平塚市は、下水道計画において相模川流域を大神第１排水区とし、天神森幹線及び歌川

幹線を整備している。この放流先である相模川は概ね整備済みである。 

金目川流域は、大神第２排水区、大神第３排水区があり、実施区域は、大神第３排水区

に該当する。放流先となる笠張川は金目川水系であり、現在、整備が進められているが、

下流部に未整備区間がある。実施区域に近い箇所の本流域については、現況の土地利用が

ほとんど水田であり、用水路と併用の側溝がある程度で、下水道雨水排水施設は整備され

ていない。 

実施区域の各流域の流域面積は、表 5.2.7.3 に示すとおりである。また、渋田川の現況

流下能力は 458.88ｍ3/ｓ（「神奈川県県中部地域排水関係条件調査業務報告書」（平成 10

年 3 月、神奈川県））である。 

 

表 5.2.7.3 実施区域の流域面積 

排水区名 流域面積(ha) 備考 

大神第１排水区 
（国道 129 号東側） 

42.70 
区域外 36.75ha 
（厚木市から） 

大神第３排水区 
（国道 129 号西側） 

26.10 － 

合 計 68.80 － 
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（4）植物の生育状況 

① 調査事項 

雨水等の流出及び浸透に影響を及ぼす植物の生育状況について、植生図、航空写真等の

最新の既存資料及び現地調査により調査した。 

 

② 調査結果 

実施区域及びその周辺地域の水路は、主として両岸ともに鋼矢板で護岸されているとと

もに、河床はコンクリートで整備されており、水深は一様に浅く、河床のそのほとんどは

コンクリートが露出している。雨水の流出や氾濫により影響を受ける植物群落の分布はみ

られない。 

 

（5）利水等の状況 

① 調査事項 

水道用水、工業用水及び農業用水の利用状況並びに河川を利用したレクリエーションの

状況について、既存資料及び現地調査により調査した。 

 

② 調査結果 

水道用水、工業用水及び農業用水の利用状況については、「別添３－２ １．社会的状況 

1.6 水利用」に示すとおりである。 

実施区域及びその周辺地域における上水は、県営水道により供給されており、寒川町宮

山にある寒川取水堰から相模川の河川水を取水している。 

また、実施区域及びその周辺地域における農業用水は、中津川等から導水を行っている

西部用水、歌川、笠張川、玉川、恩曽川などから取水を行っている。 

なお、実施区域内においては、河川を利用したレクリエーション利用はない。 

 

（6）土地利用の状況 

① 調査事項 

実施区域及びその周辺地域における静穏の保持を要する施設等の分布状況、用途地域の

指定状況及び土地利用の状況について、最新の「神奈川県土地利用現況図」（平成 21 年、

神奈川県県土整備部都市計画課）等の既存資料調査及び現地踏査により調査した。 

 

② 調査結果 

実施区域及びその周辺地域の状況は、「別添３－２ １．社会的状況」に示すとおりであ

る。 

平塚市の土地利用は、自然的土地利用が 43.3％、都市的土地利用が 56.7％となってお

り、自然的土地利用の約３分の２を農地が占めている。実施区域の周辺地域は、田、畑及

び住宅用地が大きな割合を占めており、国道 129 号を中心に一部建築物も立地している。

その他は、実施区域周辺地域の東側に河川敷が広がり、南東側には重化学工業用地がまと

まって存在している。実施区域は、田や畑が大部分を占めているが、一部、宅地や事業場

等が立地する。 

なお、実施区域は、現在、市街化調整区域に指定されており、実施区域の東側及び南東

側は第一種住居地域、南側は準工業地域に指定されている。 
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（7）対象事業の計画の状況 

① 調査事項 

切土・盛土の位置、法面の形態、法面の植生及び流域の変化の状況並びに施工方法、排

水路の位置、規模及び構造並びに排水量の状況について、事業計画等より把握した。 

 

② 調査結果 

ア．切土・盛土の位置、法面の形態、法面の植生及び流域の変化の状況並びに施工方法 

切土・盛土の位置、法面の形態、法面の植生及び流域の変化の状況並びに施工方法につ

いては、「別添４－２ 実施方法」に示すとおりである。 

実施区域は、面積約 68.8ha の平坦地であり、工区を A～E に分け、盛土により造成さ

れる。現在は T.P.9.20ｍ～11.35ｍであるが、造成後は T.P.9.50ｍ～12.35ｍを計画してい

る。盛土の高さは平均１ｍ程度であり、法面は安全率を確保し施工される。 

また、工事中においては、盛土工事に先立ち、調整池の設置を行うが調整池が整備され

るまでの期間については、仮設沈砂池の設置を行う。 

造成区域より発生する濁水は、これらの調整池及び仮設沈砂池に一時貯留し、土粒子を

十分に沈降させた後、上澄み水を放流する計画である。 

イ．排水路の位置、規模及び構造並びに排水量の状況 

河川管理者及び排水路の管理者との協議に基づき、金目川流域に 1 ヶ所、相模川流域に

2 ヶ所の雨水調整池を設置する。雨水排水については、実施区域の雨水管等により区域外

へと放流する。 
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7.2 予 測 

（1）予測事項 

予測事項は、対象事業の工事及び工事完了後に変化する河川等の流量の状況とした。 

 

（2）予測範囲及び地点 

予測地点については、雨水の放流先河川、水路とした。 

 

（3）予測時点 

予測時点は､工事中においては、調整池が完了した時点、工事完了後においては、造成

工事が完成した時点とした。 

 

（4）予測方法 

予測方法は、放流先の流下能力及び許容放流量から、調整池の必要調節容量を求める方

法とした。調整池の配置等の雨水排水計画は、図 5.2.7.3 に示すとおりである。 

 

① 調整池からの許容放流量 

ア．金目川流域 

（ｱ）放流先河川における流下能力不足量 

流域からの雨水流出量は以下の式から算出した。 

 

Qout＝1/360×ｆ×ｒ×A 

ここで 

Qout：流域からの雨水流出量（ｍ3/s） 

ｆ ：流出係数 

ｒ ：降雨強度（mm/hr） 

Ａ ：流域面積（ha） 

 

雨水流出量算定のための諸元は、表 5.2.7.4 に示すとおりである。 

 

表 5.2.7.4 雨水流出量算定の諸元 

項 目 諸 元 備  考 

流出係数 ｆ - 0.50 神奈川県農政部農地整備課「神奈川県

渋田川沿岸排水改良事業誌」（昭和 54

年 3 月） 

流域面積 Ａ ha 380.0 

流達時間 ｔ min 300 

降雨強度 ｒ mm/hr 33.35 下記式より算定※ 

  

 

 

3141

ｔ0.77+13.4
※r＝
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上記により、流域からの雨水流出量は 17.601ｍ3/s と算出された。この雨水排水量と笠

張川の流下能力 14.8ｍ3/s の差から放流先河川における流下能力不足量を求めた。流下能

力不足量は 2.801ｍ3/s である。 

 

Qa＝Qout-Q 

 

Qa  ：流下能力不足量（ｍ3/s） 

Qout：流域からの雨水流出量（ｍ3/s） 

Q   ：笠張川流下能力（ｍ3/s） 
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（ｲ）調整池からの許容放流量 

調整池からの許容放流量は以下の式から算出した。 

 

Qc＝1/360×ｆ×ｒ×A 

ここで、 

Qc ：許容放流量（ｍ3/s） 

ｆ ：流出係数 

ｒ ：降雨強度（mm/hr） 

Ａ ：流域面積（ha） 

 

許容放流量算定のための諸元は、表 5.2.7.5 に示すとおりである。 

 

表 5.2.7.5 許容放流量算定の諸元 

項 目 
諸 元 

備  考 
調整池① 

流出係数 ｆ - 0.45 神奈川県農政部農地整備「神奈川県渋田

川沿岸排水改良事業誌」（昭和 54 年 3 月

課） 

流域面積 Ａ ha 26.1 

流達時間 ｔ min 25.1 

降雨強度 ｒ mm/hr 123.85 下記式より算定※ 

  

 

   

上記により、調整池からの許容放流量は、4.041ｍ3/s と算出されたが、「（ｱ）放流先河

川における流下能力不足量」から求めた笠張川の流下能力不足分 2.801ｍ3/s を差し引い

たものを許容放流量とした（笠張川の流下能力分は調整池に貯留する計画）。 

調整池①からの許容放流量は 1.240ｍ3/s である。 

 

イ．相模川流域 

調整池からの許容放流量は以下の式から算出した。 

 

Qc＝1/360×ｆ×ｒ×A 

ここで、 

Qc ：許容放流量（ｍ3/s） 

ｆ ：流出係数 

ｒ ：降雨強度（mm/hr） 

Ａ ：流域面積（ha） 

 

 

 

3141

ｔ0.77+13.4
※r＝
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許容放流量算定のための諸元は、表 5.2.7.6 に示すとおりである 

 

表 5.2.7.6 許容放流量算定の諸元 

項 目 
諸 元 

調整池② 調整池③ 

流出係数 ｆ - 0.50 0.50 

流域面積 Ａ ha 19.3 23.4 

流達時間 ｔ min 19.5 16.9 

降雨強度※ ｒ mm/hr 90.48 95.19 

  

 

 

上記より、調整池からの許容放流量は、調整池②は 2.425ｍ3/s、調整池③は 3.094ｍ3/s

である。 

 

② 必要調整容量の計算 

必要調整容量については、「開発等における防災調整池の指導について（内規）」（神奈

川県土木部河港課）より算定した。 

 

Vc＝（ｒi－ｒc/2)×60×ti×f×A×1/360 

ここで、 

Vc  ：必要調整容量(ｍ3) 

ｒi  ：任意の降雨継続時間 ti における降雨強度(mm/hr) 

ｒc ：許容放流量に相当する降雨強度(mm/hr） 

Ti  ：任意の降雨継続時間(min) 

ｆ  ：流出係数 

Ａ  ：流域面積(ha) 

 

必要調整容量算定のための諸元は表 5.2.7.7 に示すとおりである。 

 

表 5.2.7.7 必要調整容量算定のための諸元 

項  目 
諸 元 

出 典 
調整池① 調整池② 調整池③ 

ti における降雨強度 ri mm/hr 39.59 70.79 72.63 １ 

降雨強度 rc mm/hr 28.51 69.59 73.23 - 

任意の降雨継続時間 ti min 230.4 34.1 32.4 2 

流出係数 ｆ - 0.60 0.65 0.65 3 

流域面積 Ａ ha 26.1 19.3 23.4 - 

出典）1.社団法人日本下水道協会「下水道雨水調整池技術基準（案）」（昭和 59 年 10 月） 

2.平塚土木事務所河川砂防第一課資料「金目川水系（金目・鈴川）許容放流量の計算（30
年確率）」及び平塚市 5 年確率降雨強度式 

3.神奈川県農政部農地整備課「神奈川県渋田川沿岸排水改良事業誌」（昭和 54 年 3 月） 

 

4750

ｔ
1.00

+33
※r＝
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（5）予測結果 

対象事業における必要調整池の容量は、表 5.2.7.8 に示すとおりである。 

対象事業においては、放流先の流下能力及び許容放流量から、雨水を直接放流先の河川

に放流せず、実施区域内の流域毎に 3 箇所の調整池を設置し、一時的に調整池に貯留し、

支川排水路を経由して放流先の河川に放流する計画としている。調整池から放流先の支川

排水路へは、ポンプ排水により排水を行う。 

放流先の流下能力及び許容放流量に基づく必要調整池容量以上の調整池を盛土工事に

先立ち設置することから、工事中及び供用開始後における河川氾濫等、雨水流出による影

響はないものと予測された。 

 

表 5.2.7.8 必要調整池容量 

区 分 調整池① 調整池② 調整池③ 

必要調整池容量（ｍ3） 15,235.1 2,566.3 2,958.1 

 

 

 

 

 

 

 



5.2.7-14 

7.3 評 価 

（1）評価目標 

対象事業の実施による流出量の変化が、実施区域より下流の環境に著しい影響を及ぼさ

ないこととする。 

 

（2）評価結果 

対象事業では、必要調整池容量を上回る容量を持った調整池を設置する計画であり、ま

た、工事中については、盛土工事に先立ち、仮設沈砂池の設置を行う計画であり、放流先

の最低流下能力地点における雨水流出による影響はないものと予測された。 

したがって、対象事業の工事中及び工事完了後に変化する雨水流出量等の水象について

は、評価目標を満足すると評価する。 

 

また、対象事業の工事により変化する雨水流出量等の水象については、以下に示す環境

保全のための措置を講じることにより、実行可能な範囲内で低減を図り、事業地内及び周

辺地域への影響に対する環境の保全等について適正に配慮していく。 

 

・敷地内での雨水浸透を促進するため、各敷地に雨水浸透桝の設置を図る。 

・神奈川県、平塚市、寒川町、学識経験者及び地元関係者で構成された「環境と共生す

るまちづくり検討会」の中で、検討し作成するガイドラインにより、各敷地に雨水貯

留タンクの設置を促進する。 

・地区計画制度の導入により、敷地内緑化率（10～20％）を定め、各敷地を緑化し、浸

透機能を持たせる。 

・地区計画制度の導入により、周辺農地と接する部分などに幅 5～10m の植栽帯を地区

施設として整備し、浸透機能を持たせる。 

・土地区画整備事業で設置する道路の歩道部には透水性舗装を採用する。 

 


